
 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 21 条に基づく 

女性の職業選択に資する情報の公表について 

 

令和６年６月２８日 

公 正 取 引 委 員 会 

※令和６年１２月２日訂正 

 

１ 職業生活における機会の提供に関する情報 

○ 女性職員の採用割合（各年度４月１日時点） 

国家公務員採用試験からの採用者 

年度 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

全体 50.0％ 57.7％ 58.7％ 

 うち総合職試験 33.3％ 55.6％ 37.5％ 

うち一般職（大卒程度）試験 47.4％ 53.8％ 67.7％ 

 

○ 職員に占める女性の割合（各年度 12 月１日時点） 

年度 

区分 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

常勤職員 24.7％ 25.3％ 25.8％ 

 

○ 各役職段階にある女性職員の割合（各年度 12 月１日時点） 

年度 

区分 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

本省課室長相当職 
10.6％ 

（＋0.2 ポイント） 

13.6％ 

（＋3.0 ポイント） 

9.1％ 

（－4.5 ポイント） 

地方機関課長・ 

本省課長補佐相当職 

9.6％ 

（＋1.5 ポイント） 

8.0％ 

（－1.6 ポイント） 

9.7％ 

（＋1.7 ポイント） 

係長相当職（本省） 
30.5％ 

（＋1.6 ポイント） 

33.7％ 

（＋3.2 ポイント） 

33.2％ 

（－0.5 ポイント） 

※ 下段（）内は前年度比伸び率 

  



 

２ 職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する情報 

○ 超過勤務の状況（令和５年１月～令和５年 12 月の月平均時間） 

常勤職員 20.6 時間 

 

 

○ 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布 

（令和４年度） 

項目 

区分 
取得率 

 

常 

勤 

職 

員 

男

性 
80.0％ 

 

 

 

 

女

性 
100.0％ 

 

 

 

 

 

（令和５年度） 

項目 

区分 
取得率 

 

常 

勤 

職 

員 

男

性 
100％ 

 

 

 

 

女

性 
100.0％ 

 

 

 

 

※ 取得率＝当該年度中の新規取得者／当該年度中に新たに育児休業が取得可能と

なった職員数（１人の子について再度育児休業を取得した場合における２度目の

育児休業は含まない。） 

 

  

取得期間の分布 

取得期間の分布 



 

○ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びにそれぞれの休暇の

合計取得日数の分布状況 

（令和４年度） 

項目 

休暇 
取得率 合計取得日数の分布 

配偶者出産

休暇 
100.0％ 

 

 

 

 

育児参加の

ための休暇 
100.0％ 

 

 

 

 

 

（令和５年度） 

項目 

休暇 
取得率 合計取得日数の分布 

配偶者出産

休暇 
84.2％ 

 

 

 

 

育児参加の

ための休暇 
73.7％ 

 

 

 

 

※ 取得率＝当該年度中の取得者／当該年度中に新たに配偶者出産休暇等が取得可

能となった職員 

 

 

○ 年次休暇の取得状況（令和５年１月～令和５年 12 月の平均取得日数） 

常勤職員 15.4 日 

 

  



 

３ 職員の給与の男女の差異の情報（令和５年度） 

１．全職員に係る情報 

 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 国の機関における「任期の定めのない常勤職員」の基本給については、法律に定める俸給表等に基づき決定されて

おり、同一の級・号俸であれば、同一の額となっている。 

 

(1) 役職段階別 

役職段階 男女の給与の差異（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

指定職相当 ５５．９％ 

本省課室長相当職 ９２．２％ 

地方機関課長・本省課長補佐相当職 ９７．４％ 

係長相当職 ９５．４％ 

 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 男女の給与の差異（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 ８８．４％ 

３１～３５年 ９１．９％ 

２６～３０年 ８４．１％ 

２１～２５年 ８５．５％ 

１６～２０年 ８４．０％ 

１１～１５年 ９４．２％ 

６～１０年 ９３．４％ 

１～５年 ９０．１％ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 役職段階の考え方は以下のとおり。 

指定職相当（一般職給与法の指定職俸給表１号俸から８号俸相当職の職員）、本省課室長相当職（同法の行政職俸給表㈠７級から 10 級相当職の職員）、

地方機関課長・本省課長補佐相当職（同俸給表５級及び６級相当職の職員）、係長相当職（同俸給表３級及び４級相当職の職員） 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 男女の給与の差異（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ７７．７％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 ５３．５％ 

全職員 ６９．５％ 

【説明欄】 

 任期の定めのない常勤職員 

 給与の一部として支給されている「扶養手当」及び「単身赴任手当」については、世帯主である男性に支給している場合が多い等の要因で女性に比べ

男性の給与額が高くなっている。 

 任期の定めのない常勤職員以外の職員（任期の定めのある常勤職員（再任用職員及び任期付職員）と非常勤職員で構成） 

 主に以下のような状況であるため、女性に比べ男性の給与額が高くなっている。 

 非常勤職員は勤務内容・勤務形態・勤務時間数が多様であり、勤務日数の少ない職員は女性の職員の方が多い。 

 任期の定めのある常勤職員と非常勤職員では、おおむね前者の方が給与水準が高く、かつ任期の定めのある常勤職員の大半は男性職員である。 


